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点で 3,043 件（加入者数 311 万

人）です。 

◆果たして加入件数は増えるか？ 

確定拠出年金は、運用が悪化

すれば個人の年金受給額は当然

減ってしまうものの、企業にと

っては、追加負担を求められる

ことが基本的にはないというメ

リットがあります。 

上記の改正により、厚生労働

省のねらい通りに加入件数が増

えていくのか、注目しておきた

いところです。 

 

 

「中小企業緊急雇用安

定助成金」の変更点、

「雇用保険法」の改正案 
 

◆民主政権で何が変わった？ 
民主政権に変わり、雇用関係

に関しても様々な動きがありま

す。ここでは、中小企業にとっ

て影響の大きい「中小企業緊急

雇用安定助成金」の変更点と「雇

用保険法」の改正案を取り上げ

ます。 

◆「中小企業緊急雇用安定助

成金」の変更内容 
「中小企業緊急雇用安定助成

金」の支給要件が次のように緩

和されています。 

（１）助成金対象の拡大 

これまで、出向労働者を出向

元に復帰させた後、６カ月を経

ずに再度出向させた場合には助

成金の対象外であったものが、

対象とされました。これは、平

成 22年 11月 29日までの時限措

置とされています。 

（２）生産量要件の緩和 

生産量要件（従来は「売上高・

生産量の最近３カ月間の月平均

値がその直前３カ月または前年

同期に比べ５％以上減尐してい

ること」）に、「売上高・生産量の

最近３カ月間の月平均値が前々

年同期に比べ 10％以上減尐し、

直近の決算等の経常損益が赤字

であること」が加えられました。

この要件は、対象期間の初日が平

成 21年 12月２日～平成 22年 12

月１日の間にあるものに限られ

ます。 

◆「雇用保険法」の改正案 
厚生労働省は「雇用保険法」の

改正原案をまとめ、その内容を明

らかにしました。来年の通常国会

に改正案を提出し、来年４月から

の施行を目指すとしていますの

で、今後の動向に要注目です。 

（１）加入に必要な雇用見込み期

間の短縮 

雇用保険への加入の際に必要

とされる雇用見込み期間につい

て、現行の「６カ月以上」から「31

日以上」に短縮するとしていま

す。この適用拡大により、新たに

255万人が雇用保険の加入対象に

なると試算されています。 

（２）雇用保険料率の引上げ 

労使折半とされている雇用保

険料率について、現行の「0.8％」

から「1.2％」に引き上げるとし

ています。 

（３）未加入扱いの遡及期間の延長 

保険料を納付したにもかかわ

らず手続上の問題により未加入

扱いとなった人の遡及期間につ

いて、現行の「２年まで」から「２

年超」とするとしています。 

 

 

「雇用支援ワンストップ

サービス」が試行実施 
 

◆77のハローワークで実施 
新聞報道やテレビ等でも話題と

なっていた「雇用支援ワンストップ

サービス」が、11 月 30 日に 17 都

道府県、77 のハローワークにおい

て試行実施されました。 

当初は 15 都道府県 43 地域で実

施されると報道されていましたが、

最終的には実施箇所が増えたよう

です。東京都、愛知県、大阪府では、

すべてのハローワークにおいて実

施されたそうです。 

◆実施された「ワンストップサ

ービス」とは？ 
このワンストップサービスは、政

府の緊急雇用対策本部が打ち出し

たものであり、国・自治体・保健所

などが連携してハローワークに総

合受付を設け、失業者に対して「職

業紹介」「生活費の貸付け」、「住宅

手当の支給」「就業支援」「生活保

護」「こころの健康」などの情報を

ハローワークで一元的に提供して、

解決してもらおうとするものです。 

実施当日の利用者は全国で

2,399 人だったと発表され、大阪府

が 511 人、東京都が 482 人などと

なっています。 

◆今後の動きは？ 
そもそもこのワンストップサー

ビスの目的は、昨年末に話題となっ

た「派遣村」がなくても失業者に対

応できる態勢を作ることにありま

す。政府や民主党などは、定期的な

開催や年末年始の開催など、このサ

ービスを本格的に実施したいと考

えているようです。 

 

りも迅速な紛争解決を図ること

ができる点が挙げられます。制度

スタート以降、申立てから審判終

了までの平均日数は「約 74 日」

となっています。 

また、申立ての際に必要となる

印紙代も通常の民事訴訟の半額

となっており、費用的なメリット

も大きいため、労働者側からの申

立てが多いようです。 

◆今後も増加傾向か？ 
昨年来の不況により、解雇、雇

止め、派遣切りなどをめぐる労使

間のトラブルが増加しているこ

とが、労働審判の申立件数の増加

につながっていると考えられま

す。また、不況下において、今年

１～６月にサービス残業が急増

していたとする民間企業の調査

結果などもあり、申立件数の増加

傾向はしばらく続くものと考え

られます。 

企業側としては、労使間のトラ

ブルを生じさせないような取組

み（適正な労務管理、就業規則・

社内規程の見直しなど）が、今後、

より重要になってくるでしょう。 

 

 

「確定拠出年金」の 

使い勝手が良くなる？ 
 

◆「適年」の受け皿として 
厚生労働省は、「確定拠出年金

制度」（日本版 401k）を拡充する

ため、関連法の改正案を来年の通

常国会に提出する方針を明らか

にしています。 

同省では、今でも多くの中小企

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

業が採用している「適格退職年金

制度」（2012 年３月末に廃止予

定）の受け皿として、この確定拠

出年金が大いに活用されること

を期待しているようです。 

◆確定拠出年金の特徴と導入

の背景 
確定拠出年金は、拠出された掛

金が個人ごとに明確に区分され、

掛金とその運用収益との合計額

をベースに年金給付額が決定さ

れる年金制度です。 

厚生年金基金や適格退職年金

などの企業年金制度は、給付額が

約束されるという特徴がありま

すが、離転職時の年金資産の持ち

運びが十分確保されておらず労

働移動への対応が困難であるこ

となどが指摘されていました。 

そこで、公的年金に上乗せされ

る部分における新たな選択肢と

して、2001 年 10 月に確定拠出年

金制度が導入されました。  

◆予定されている主な改正内容 
確定拠出年金には、企業のみが

掛金を拠出する「企業型」と、個

人のみが掛金を拠出する「個人

型」がありますが、来年予定され

ている改正はこのうち「企業型」

に関するものであり、主な内容は

次のとおりです。 

（１）個人による掛金拠出を認

める（ただし個人の掛金は企業の

拠出額以下とする） 

（２）加入年齢を引き上げる（積

立期間の上限を「60 歳」から「65

歳」に変更する） 

なお、「企業型」の確定拠出年

金の導入件数は、2008 年３月末時

「労働審判」の申立件数

が増加しています！ 
 

◆２年間で約 2.3倍に増加 
2008 年における「労働審判」

の申立件数が 2,052 件となり、制

度がスタートした 2006 年（877

件）と比較すると約 2.3 倍に増え

たそうです。今年については９月

末時点で 2,553 件となり、すでに

昨年の件数を大幅に上回ってい

ます。 

◆労働審判の目的・手続き 
労働審判は、解雇や賃金の不払

いなど、事業主と個々の労働者と

の間の労働関係に関するトラブ

ル（個別労働紛争）について、そ

の実情に即して「迅速」、「適正」、

「実効的」に解決することを目的

としています。 

労働審判の手続きは、労働審判

官（裁判官）１名と、労働に関す

る専門知識・経験を有する労働審

判員２名で組織された労働審判

委員会（計３名）が、原則として

３回以内の期日で審理を行い、適

宜調停を試み、調停による解決に

至らない場合には、事案の実情に

即した柔軟な解決を図るための

労働審判を行う手続きです。 

この労働審判に対して当事者

から異議の申立てがあった場合

には、労働審判はその効力を失

い、労働審判事件は通常の訴訟に

移行することになります。 

◆労働審判のメリット 
労働審判のメリットとしては、

原則として３回以内の審理で解

決が図られるため、通常の訴訟よ
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